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第142号ゆなばる社協だより

　社会福祉協議会は略して『社協』と呼ばれており、社会福祉法（109条）に基づき、全国の都道府県、市区町村に設置
され、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした公共性の高い非営利の民間団体（社会福祉法人）です。ボラン
ティア活動や地域住民による福祉活動を支援し、町民及び民生委員・児童委員、自治会、公私の福祉機関、民間団体、行
政等の参加・協力のもと、「地域住民の皆様が住み慣れたまちで安心して暮らすことができるまちづくり」をめざして活
動を行っています。
　与那原町社会福祉協議会の活動費の財源は主に、運営費（人件費）を町補助金でまかない、事業費等に会員（町民）か
らの会費や寄付金、共同募金からの助成金があてられています。

社会福祉協議会とは

　赤い羽根では皆さまからの募金を活用し、食料・日用品などを購入し、コロナ禍で経済的に苦しい
状況の世帯への支援にも活用させていただいております。

＊今年も皆様方のご支援・ご協力をよろしくお願いします＊

～コロナに～コロナに負けない！負けない！地域を地域を応援！！応援！！～～
１０月１日より１０月１日より赤い羽根赤い羽根共同募金が始まります！共同募金が始まります！

社協役職員・町民児協

町老人クラブ役員

町赤十字奉仕団

ボーイスカウト与那原第一団
（カブ・ビーバー・ベンチャー含む）



ちょこっとボランティア（ちょボラ）ちょこっとボランティア（ちょボラ）
使用済み切手贈呈式使用済み切手贈呈式

　本会では、ちょっとした時
間・ちょっとした活動で出来
る、ちょこっとボランティア
として「切手の回収」を行っ
ております。
　この度、与那原町職員労
働組合様から切手の贈呈が
ありました。
　頂きました切手は換金を
し、町内の子育て世帯・困窮世帯への支援に活用していき
ます。
　今後も皆様方の善意にこたえるよう、引き続き切手の
回収に努めていきます。

～使用済み切手回収しています～
あなたもやってみませんか？

切手のまわりを

約１ｃｍ残して

切り取って
ください。

※�封筒からはがした切手や消印が切れている
切手はつかえないので注意してね！！

郵
便
料
金
証
紙
は

切
手
で
は
あ
り
ま
せ
ん

「ちょボラ」「ちょボラ」

６市町村身体障害者協会 交流会６市町村身体障害者協会 交流会
　去った７月２２日（土）に上の森かなちホールにて６市町村身体障害者協会交流会が開催されました。
　６市町村（豊見城市、中城村、西原町、南城市、南風原町、与那原町）の身
体障害者協会関係者が、レクリエーションをとおして機能回復向上と体力の
維持、増進を図り、相互の連帯と親睦を深めることを目的として毎年１回開
催されています。
　今年度は与那原町が主催となり室内レクのボッチャをしました。40人程の
参加者が集い、市町村混合チームで対決し大いに盛り上がりました。
　レク終了後は昼食を兼ねた交流をし、親睦を深めました。
　与那原町障がい者協会は年中会員募集中です！詳しくは社協のホームペー
ジをご覧いただくか、直接お電話やFAX等でお問い合わせください。
（TEL：945-3016／FAX：946-7970）

６市町村身体障害者協会 ６市町村身体障害者協会 交流会交流会

消印が切れている ×

●対象者
　①「総合支援資金（延長）」を申請された方
　②  令和４年４月１日以降に「緊急小口資金」「総

合支援資金（初回）」を申請された方
● 沖縄県社会福祉協議会より免除申請書の案内

を発送していますので、令和5年度が借受人及び
世帯主が非課税の方は、非課税証明書と住民票
謄本を同封の上、返信用封筒にて

　令和5年9月30日までに申請して下さい。
　 通知が届いていない方はコールセンターへお問い

合わせください。

生活福祉資金コロナ特例貸付
償還免除に関するご案内

お問い合わせ先
・特例貸付　コールセンター　０９８－９７５－９５８６
・与那原町社会福祉協議会　０９８－９４５－３０１６

オレンジ色の封筒になります
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　開所日時：月曜日～金曜日 １０：００～１５：４５（土日祝休み）
ふれあいサロン(与那原町社会福祉センター１Ｆ）☎098-945-9663

・９月 折り紙「鶴のリース」　・１０月「段ボール織り」
を予定しております。
※材料費は別途必要になります。

１０月１０日（火）　１２：００～１４：００（定員１０名 参加費３００円）
※ 事前のご予約をお願いいたします。詳しい内容についてはふれあい

サロンにお問い合わせください。

10月
おやつ会ちゃーがんじゅう体操

　毎週火曜日� １１：１０～１１：４５
　毎週木曜日� １１：２０～１１：４５
脳活デー（予約制）
　第1火曜日� １２：００～１３：００
保健師相談
　第2・4火曜日�１０：３０～１１：３０
ＤＶＤ鑑賞
　第２金曜日� １３：００～１５：１５
※ 都合により行事内容等を変更・中止する

場合がございます。
※ 詳しい内容についてはふれあいサロンに

お問い合わせください。

9・10月の予定表
ふれあいサロンだより

９月・１０月　手工芸

「おいものマフィンと
　　　　コーヒーシェイク作り」

　与那原町社協では令和３年度より地域見守り隊として企業と協定を結んでいます。
　地域見守り隊とは町内巡回中に異変を感じた時や緊急ではないけどいつもと様
子が違う等の気になるときに連携を図っています。
　今回は東部消防組合の職員をお招きし、応急手当が必要な場面に遭遇した際に
どのような対応をするのかを学んだあと、心肺蘇生法やＡＥＤの使い方の模擬体験
などを行いました。今後も見守り体制の強化に努めていきます。

　７月６日（木）にミニデイサービス（以下ミニデイ）の連絡会並びに視察研修を行いました。午前の連絡会では
ミニデイの役割の再確認と「ミニデイをたのしくするには」をテーマにグループ
ワークを行いました。午後はヤクルトコミュニティープラザ沖縄で視察研修を行
いヤクルトの歴史や製造までの工程を学びました。連絡会、視察研修を通して
参加者から「他の地域の取り組みを知れてよかった。自分の地域でも料理教室
などの計画を検討する」、「ミニデイを開催する日に公民館から放送する。広報
誌を活用して参加者の呼びかけを行う」などの感想がありました。

あなたもミニデイサービス（ミニデイ）に参加してみませんか？
ミニデイは各行政区で行っており、看護士による血圧測定・健康相談や健康
運動指導士による健康体操、ユンタク、レク等を通し健康づくり・仲間づくりを
行っています。

ミニデイサービス連絡会並びに視察研修の開催ミニデイサービス連絡会並びに視察研修の開催

与那原町社会福祉協議会　地域見守り隊講習会の開催

生活支援コーディネーター通信（NO.3）

　「お手玉作り」　俵型のお手玉を作った後にゲームをしました。
　お手玉を1人3個持ち、床に円になって座り「♪あんたがたどこさ♪」
の曲にのせ、歌詞の「さ」がきた時に右隣の人へ1個わたします。久しぶ
りの曲に皆さん歌詞もまばらでお手玉も落とし1曲歌えず。数回繰り返
すうちにコツがつかめましたが、やはりお手玉はうまく回らず大笑い。
　疲れてきた所で更に左まわり挑戦！皆さんパニック！！
　笑い疲れて終了しました。
　　皆さんの区でもやってみませんか？

与那原町社協が協定締結を行っている６企業
・生活協同組合 コープおきなわ　・社会福祉法人 南島会
・介護老人保健施設 うりずん　・与那原郵便局　・南風原中郵便局
・第一生命保険株式会社　与那原営業オフィス
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〜ご寄付ありがとうございました〜  〜ご寄付ありがとうございました〜  令和5年6月17日～令和5年8月15日受付分
◎香典返し　 ご逝去された方々のご冥福を謹んでお祈りいたしますとともにご遺族様のご

厚情に対しまして心より感謝申しあげます
氏　名 住所・区名 故人名 金　額

眞榮平　修　様 森下 父 ： 眞榮平　實　様 １００，０００円

　この度、与那原町社会福祉協議会は、町より「与那原町困窮世帯等物資支援事業」を受託し、原油高騰等に
より必要物資の購入が困難になっている世帯に対し、生活の安定を図ることを目的に物資支援を行います。

対象世帯
　● 町住民税非課税世帯　● 生活保護受給世帯
　● その他、町長が支援の必要があると認める世帯

物資の受け取り方法
　申請書を記入の上、与那原町社会福祉協議会（社会福祉センター内）へ提出してください。内容確認後、物
資をお渡しいたします。
※申請の際、本人確認書類等の提示をお願いします。
※窓口にて申請が難しい世帯については、お電話もしくは、お近くの民生委員へご相談ください。

受取期間 ： 令和5年8月～令和6年２月末
　受取可能日時 ： 平日（月曜日～金曜日まで）※土日、祝日、年末年始（12/29～1/3)は不可
　　　　　　　　　AM9：00～PM12:00　　PM1：00～PM5：00（相談可）

＊受け取りは、２か月に１回を目安とし、3回まで受取可能です。
支援物資内容
例： お米、ラーメン、レトルトカレー等の食品や、その他日用品等を準備しております。
　（重さ：８㎏～１０㎏になります。）物資内容は、受け取り時期によって異なる場合があります。

　社協は、地域の皆様に会員として参加・協力をしていただくことで支えられている組織です。
　社協の運営費や人件費については、行政からの補助金や委託料等で、運営していますが、地域福祉・在宅福
祉の推進を行う財源は、皆さまから会員として会費を納めていただく社協会費や共同募金、寄付金などのご協
力に支えられています。
　社協の会員制度は、社協活動を通じて地域福祉を推進し、地域の暮らしに還元する助け合いの仕組みです。
　●戸別会員（各世帯）
　●賛助会員（関係行政機関・団体役員・職員・その他個人）
　●団体会員（社会福祉関係機関・団体・施設等）
　●特別会員（篤志家・会社等）
例えば　・つながりの場（フードパントリー）　・ねたきり高齢者への紙おむつ支給　・シーツクリーニングサービス
　　　　・車イスや車イス対応リフト車の無償貸与事業　・新入学児童激励会　・ふれあいクリスマスパーティ
　　　　・障がい者スポーツ大会　・ボランティア団体育成　・ゲートボール大会　
　　　　・健康増進グラウンドゴルフ　・各地区で実施しているミニデイ事業等

ボランティア
登録・依頼は

こちら

令和5年度　物資支援事業の実施について令和5年度　物資支援事業の実施について
「与那原町困窮世帯等物資支援事業」「与那原町困窮世帯等物資支援事業」

令和５年度令和５年度
与那原町社会福祉協議会（社協）会員会費募集与那原町社会福祉協議会（社協）会員会費募集

〜地域のきづな・つながりのある福祉のまちを目指して〜〜地域のきづな・つながりのある福祉のまちを目指して〜

お問い合わせ先　与那原町社会福祉協議会（社会福祉センター内）　TEL：098-945-3016
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